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はじめにはじめに

拝啓拝啓 時下益々ご清栄のこととお時下益々ご清栄のこととお喜び喜び申し上げます。平素は当社業務に関し、格別なるお引立てを賜り申し上げます。平素は当社業務に関し、格別なるお引立てを賜り
厚く御礼申し上げます。厚く御礼申し上げます。

さて、インターネットの普及や情報技術（ＩＴ）の発展に伴い、インターネットを含む情報技術の利さて、インターネットの普及や情報技術（ＩＴ）の発展に伴い、インターネットを含む情報技術の利
便性を活用して事業活動の効率化が推進されると共に、新しいビジネスモデルや大きなビジネスチャン便性を活用して事業活動の効率化が推進されると共に、新しいビジネスモデルや大きなビジネスチャン
スが生まれております。スが生まれております。

しかししかしその一方でその一方で、企業活動や社会生活への情報技術の浸透に、企業活動や社会生活への情報技術の浸透に伴い伴い、不正アクセス、不正アクセスややコンピューコンピュー
ター・ウイルス等によるシステム・ネットワークのダウン、不正アクセスによる情報漏えい事故、販売ター・ウイルス等によるシステム・ネットワークのダウン、不正アクセスによる情報漏えい事故、販売
したソフト・プログラムの不具合による経済的被害等の事例したソフト・プログラムの不具合による経済的被害等の事例も発生しております。も発生しております。このような情報技術このような情報技術
を活用した業務（ＩＴ業務）の瑕疵（かし）に起因する事故が発生した場合、を活用した業務（ＩＴ業務）の瑕疵（かし）に起因する事故が発生した場合、そのそのＩＴ業務の提供・販ＩＴ業務の提供・販
売または請負等を行ったＩＴ事業者様が予想外の損害賠償責任を被る可能性も高まっており、事業活動売または請負等を行ったＩＴ事業者様が予想外の損害賠償責任を被る可能性も高まっており、事業活動
の基盤を揺るがしかねない損害に発展するの基盤を揺るがしかねない損害に発展するおそおそれがあります。れがあります。

そこで当社では、このようなＩＴ事業にかかわる賠償リスクに対応する保険として、この度「ＩＴプそこで当社では、このようなＩＴ事業にかかわる賠償リスクに対応する保険として、この度「ＩＴプ
ロテクター」をご用意いたしました。ロテクター」をご用意いたしました。

以下、以下、このこの保険について概略をご説明申し上げますので、ご検討の上、是非ともご採用賜りますよう保険について概略をご説明申し上げますので、ご検討の上、是非ともご採用賜りますよう
お願い申し上げます。お願い申し上げます。

敬具敬具
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社会環境・社会環境・
法制の動向法制の動向

１．１．ＩＴ事業を取り巻く環境ＩＴ事業を取り巻く環境

●インターネットの発展による不正アクセス等の巧妙化

●技術革新による個人情報データベースの巨大化

●個人情報保護法の施行

●雇用形態の多様化（派遣社員の増加等）

●プライバシーに対する権利意識の高揚

●個人情報漏えい事故の頻発

ＩＴ事業に関するリスクマネジメント

企業が被る企業が被る
影響影響 社会的責任発生社会的責任発生社会的責任発生 信用の低下信用の低下信用の低下 経済的損失経済的損失経済的損失

企業に求められる対応は？企業に求められる対応は？

事故発生事故発生
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２．２．ＩＴ事業に関する事故例ＩＴ事業に関する事故例

業種業種・業務・業務 内容内容

受託計算・データ入力

ハードウェア保守

VANVAN

インターネット接続サービス

顧客企業の事務所移転に伴い、ＬＡＮの敷設を請け負ったが、不注意によりサーバーを転倒させたためサーバーを
破壊し、サーバー内のデータを破損したため、データの再作成費用、サーバーの修理費用について賠償請求を受け
た。（サーバーの修理費用は身体障害・財物損壊補償特約をセットしないと補償の対象となりません。）

回線の保守管理ミスのため火災が発生し、一定地域の通信回線を途絶させてしまった。事業者に対して回線利用者
から、回線を利用できなかったことによる損害について賠償請求を受けた。

サーバーがウィルスに感染したためダウンし、インターネット接続が中断した。ネットワークを利用できなくなっ
たユーザーから営業損失が発生したとして損害賠償請求された。

システムインテグレーション
システムインテグレータが開発・構築したシステムに不具合が生じ、顧客のネットワークが２日間使用不能となっ
た。顧客から２日間の休業損害および物流コスト・通信コスト・人件費など臨時に支出した費用について損害賠償
請求を受けた。（顧客に引き渡してから３０日以内に発生した事故はこの保険の補償対象外となります。）

ＩＴ事業者が証券会社より顧客に発送する株式残高通知の作成業務を受託したが、作成を誤った。証券会社はＩＴ
事業者が作成した誤った株式残高通知票を封入して顧客に発送した。発送後、証券会社より「顧客に配布するお詫
び状等の作成費用」「正しい株式残高通知の再郵送費用」について賠償請求があった。

アプリケーション・サービス

・プロバイダ（ASP）

顧客に提供したアプリケーションソフトのインストーラーのプログラムミスにより、アップデート（更新）不要な
別のソフトが削除されてしまい、ユーザーから削除されたアプリケーションソフトの再取得費用について賠償請求
を受けた。（顧客に引き渡してから３０日以内に発生した事故はこの保険の補償対象外となります。）

インターネット関連

ポータルサイトの掲示板に名誉き損にあたる内容が書き込まれたが、即座にその文言を消去しなかった。被害者か
ら名誉き損を助長したとして損害賠償請求を受けた。

ソフトウェアプロダクト

開発・販売

販売した汎用のソフトウェアの瑕疵（かし）によりそのソフトウェアをインストールした端末のハードディスク内
のデータが損壊し、ハードディスクが使用不能となった。端末の修理・交換、データの復旧に多大な費用が発生し
たとして顧客より損害賠償請求を受けた。（汎用ソフトの販売開始から３０日以内に発生した事故はこの保険の補
償対象外となります。）

受託ソフトウェア開発
倉庫会社に物流オンラインシステムのシステムを納入したところ、システム設計のミスにより誤送付・納入数量ミ
スが多発した。その結果、倉庫会社が休業を余儀なくされたとして、損害賠償請求を受けた。（顧客に引き渡して
から３０日以内に発生した事故はこの保険の補償対象外となります。）

インターネットモールを運営している事業者が、ある商品の価格表示を誤ったため、購入の意思表示をしたユー
ザーから損害賠償請求を受けた。

デジタルコンテンツ製作
納入した映像の一部が、著名な映画のワンシーンに背景が類似しており、映画の著作権を侵害しているとして差し
止めおよび損害賠償請求の訴訟を提起された。
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３．３．ＩＴ事業に対するリスクマネジメントＩＴ事業に対するリスクマネジメント

リスク・コントロールリスク・コントロール リスク・ファイナンスリスク・ファイナンス

リスクの回避
◇契約書での責任制限条項の設定

リスクの予防
◇プライバシーポリシーの策定
◇従業員教育の徹底、就業規則の強化
◇情報セキュリティ強化
◇外部監査機関による評価

リスクの軽減
◇事故発生時のマニュアル策定
◇サーバーのアクセスログ管理等
◇データのバックアップの取得

リスクの保有

リスクの転嫁

ＩＴプロテクターＩＴプロテクター

リスクの
洗い出し

リスクの分析・
評価

リスク処理方法
の検討

リスクマネジメントサイクルリスクマネジメントサイクル

リスク処理
の実施

効果の
検証

リスクの
洗い出し
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４．４．ＩＴプロテクターＩＴプロテクター ～～ ５つの特長５つの特長

②② 認証取得割引認証取得割引

人格権侵害（名誉き損・プライバシー侵害）、著作権侵害による賠償責人格権侵害（名誉き損・プライバシー侵害）、著作権侵害による賠償責

任も補償の対象となります。任も補償の対象となります。

プライバシーマーク制度プライバシーマーク制度※※１１・・TRUSTeTRUSTe ※※２２・・BS7799 BS7799 ※※３３ /ISMS /ISMS ※※４４

の認証取得がなされていれば最大３０％の割引が適用されます。の認証取得がなされていれば最大３０％の割引が適用されます。

人格権侵害・著作権侵害に人格権侵害・著作権侵害に

よる賠償責任をカバーよる賠償責任をカバー

責任を制限する契約書等の責任を制限する契約書等の

使用割合による割引使用割合による割引

貴社が顧客と締結する請負契約・売買契約等のうち、責任制限契約※５

の貴社の契約全体に占める割合（件数ベース）により、最大40％の

割引が適用されます。
③③

①①

身体障害・財物損壊の身体障害・財物損壊の

事故も事故も補償補償可能可能

特約（オプション）をセットすることにより、保険対象業務で発生した

身体障害・財物損壊の事故を対象とすることができます。割増保険料は

対象とする業務により異なります。
④④

簡易リスク診断サービス簡易リスク診断サービス

別途「簡易リスク診断サービスチェックリスト」をご記載いただければ、別途「簡易リスク診断サービスチェックリスト」をご記載いただければ、
ＩＴ事業におけるリスク対策度をレーダーチャートにてビジュアル表示ＩＴ事業におけるリスク対策度をレーダーチャートにてビジュアル表示
した簡易リスク診断結果報告書をご提供いたします。した簡易リスク診断結果報告書をご提供いたします。（「（「13.13.簡易リス簡易リス
ク診断サービス」をご参照ください。）ク診断サービス」をご参照ください。）

⑤⑤

※１ （財）日本情報処理開発協会(JIPDEC－Japan Information Processing Development Corporation)が管理する個人情報取扱いに関する認定制度をいいます。

※２ 米国の個人情報保護認定団体である「TRUSTe」が管理する認定制度をいいます。

※３ 英国規格協会（BSI－British Standards Institution）が1995年に発行した情報セキュリティマネジメントシステムに関する英国規格をいいます。

※４ （財）日本情報処理開発協会(JIPDEC－Japan Information Processing Development Corporation)が運用する情報セキュリティマネジメントシステムに

関する適合性評価制度をいいます。

※５ 責任制限契約とは、請負契約・売買契約等の中で貴社の負担する損害賠償金の上限を、請負金額・販売価格等の金額以下に制限する条項の入っている契約をいいます。



Copyright 2010 三井住友海上火災保険株式会社 無断転載・複写を禁止します。 7

ＩＴプロテクターＩＴプロテクター
専門事業者賠償責任保険普通保険約款専門事業者賠償責任保険普通保険約款

＋ＩＴプロテクター特約＋ＩＴプロテクター特約

５．保険金をお支払いする主な場合・お支払いする保険金５．保険金をお支払いする主な場合・お支払いする保険金

被保険者が保険対象業務※１の遂行にあたり行った行為に起因して発生した偶然な事故※２により損害賠償請求がなされ※３、その
結果、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が免責金額（１請求） ※４を超える場合に、免責金額を
超過した額を支払限度額（１請求・保険期間中） ※４の範囲内で次の①～②の保険金を支払います。

①法律上の損害賠償責任に基づく損害賠償金
②被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟（訴訟、調停、和解または仲裁等）によって生じた費用で、当社が妥当かつ

必要と認めたもの。
※１ 日本国内で行う業務に限ります。 ※２ 初年度契約始期日以降に発生した事故に限ります。
※３ 保険期間中に日本国内においてなされた損害賠償請求に限ります。 ※４ 免責金額、支払限度額は保険契約締結時に設定します。

日本国内の裁判所に訴訟が提起された場合に現実に支出した次の
①～③の訴訟対応費用を支払限度額の内枠で1,000万円（１請
求・保険期間中）を限度にお支払いします。訴訟の解決に有益か
つ必要であると当社が認めた費用に限ります。

①被保険者の使用人の超過勤務手当、交通費、宿泊費、
臨時雇用費用

②訴訟に関する必要文書作成費用
③被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための

実験に要する費用。ただし製品開発等を目的とする実験
費用を除きます。

賠償損害

被保険者が緊急対応のために現実に支出した次の①～④の初期対
応費用を支払限度額の内枠で1,000万円（１請求・保険期間中）
を限度にお支払いします。損害の防止軽減または事故の解決に有
益かつ必要であると当社が認めた費用に限ります。

①事故現場の保存に要する費用
②事故現場の取片付けに要する費用
③事故状況または原因を調査するために要した費用
④事故の調査を目的として、被保険者の使用人を事故現場

に派遣するために要した交通費、宿泊費または通信費等
の費用

初期対応費用 訴訟対応費用
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６．６．対象となるＩＴ事業対象となるＩＴ事業

ＩＴプロテクターで対象となる主な業務とは…
情報処理サービス

受託計算・データ入力
サービス

受託計算・データ入力
サービス

アウトソーシング
・サービス

アウトソーシング
・サービス

ネットワークサービス

VANサービスVANサービス

インターネット接続サービス
ホスティング・サービス

インターネット接続サービス
ホスティング・サービス

アプリケーション･サービス･
プロバイダー（ASP）

アプリケーション･サービス･
プロバイダー（ASP）

ソフトウェア開発

システムインテグレー
ション・サービス（SI）

システムインテグレー
ション・サービス（SI）

受託ソフトウェア開発受託ソフトウェア開発

製作・販売サービス

ソフトウェア
プロダクト開発・販売

ソフトウェア
プロダクト開発・販売

デジタルコンテンツ
の製作受託・販売

デジタルコンテンツ
の製作受託・販売

保守サービス

ハードウェア
保守サービス

ハードウェア
保守サービス

コンピュータ
セキュリティ・サービス

コンピュータ
セキュリティ・サービス

※複数のサービスを対象とすることができます。

ファシリティ・マネジメント
・サービス

ファシリティ・マネジメント
・サービス

ハウジング・サービスハウジング・サービス

ネット関連サービス

ウェブサイトの運営ウェブサイトの運営

ドメイン取得代行・
登録管理サービス

ドメイン取得代行・
登録管理サービス

インターネット放送インターネット放送

情報技術者派遣

オペレータ派遣サービスオペレータ派遣サービス ＩＴ技術者派遣ＩＴ技術者派遣

その他

ヘルプデスク・
コールセンターサービス

ヘルプデスク・
コールセンターサービス 情報技術に関する教育情報技術に関する教育データマイニング・

市場調査等の調査・分析

データマイニング・
市場調査等の調査・分析ITコンサルティングITコンサルティング
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７．７．想定される事故想定される事故

考えられる主な事故は…
きっかけは･･･ 思わぬ事態に･･･

ウィルス感染ウィルス感染

不正アクセス不正アクセス

認証ミス認証ミス

オペレーションミスオペレーションミス

システムの不具合システムの不具合

プログラムバグプログラムバグ

ソフトウェア開発ミスソフトウェア開発ミス

漏水･落雷･火災等の偶然な事由漏水･落雷･火災等の偶然な事由

情報漏えい情報漏えい

サーバー、ネットワーク
の停止、使用不能

サーバー、ネットワーク
の停止、使用不能

プログラム、データの
消滅、破壊、改ざん

プログラム、データの
消滅、破壊、改ざん

プライバシーの侵害プライバシーの侵害

著作権の侵害著作権の侵害

名誉き損名誉き損

事故発生事故発生

賠償責任賠償責任

発生発生
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８．８．オプション～身体障害・財物損壊事故オプション～身体障害・財物損壊事故補償補償

身体障害・財物損壊補償特約をセットすることにより次の損害を対象とします。

顧客と事務所で打ち合わせ中に、顧客の顧客と事務所で打ち合わせ中に、顧客のPCPC端末を机から落として、顧客の端末を壊した。端末を机から落として、顧客の端末を壊した。

顧客と打ち合わせ中に、顧客にお茶をこぼしてヤケドさせた。顧客と打ち合わせ中に、顧客にお茶をこぼしてヤケドさせた。

顧客から預かっているサーバーを火災により焼失した。顧客から預かっているサーバーを火災により焼失した。

顧客の事務所移転に伴い、ＬＡＮの敷設を請け負ったが、敷設作業中にサーバーを転倒させたため、

サーバーおよびサーバー内のデータを破損した。（サーバー内データは、身体障害・財物損壊補償特

約をセットしていなくても補償されます。）

完成品完成品

リスクリスク

受託受託

リスクリスク

販売もしくは提供した財物、プログラムまた

はソフトウェア等（「販売財物等」といいま

す。）が他人の財物に組み込まれて使用され

る場合

（この場合、組み込まれた他人の財物を「完成

品」といいます）

施設･業務施設･業務

リスクリスク

「完成品」が誤作動を起こしたことにより発生し
た身体障害または財物損壊（例:プログラムを導入
した工場ラインの誤作動による労災事故）

被保険者の占有を離れた専門業務の瑕疵（か

し）に起因して発生した身体障害または財物

損壊。ただし販売財物等に起因する身体障害

または財物損壊については｢完成品リスク」で

対象とします。

端末のハードディスク内データ復旧のために端末を預かったが、端末を盗まれた。端末のハードディスク内データ復旧のために端末を預かったが、端末を盗まれた。

「完成品」の財物損壊（例:販売したソフトウェア
をインストールした端末が、ソフトウェアが原因
でショートを起こし端末および建物が焼失した）

完成作業完成作業

リスクリスク

例:ＬＡＮの敷設を請け負ったが、サーバーの据付

が不十分だったため、２日後サーバーが転倒、

サーバーおよびサーバー内のデータを破損した。
（サーバー内データは、身体障害・財物損壊補償特約を

セットしていなくても補償されます。）
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９．９．ＩＴプロテクターＩＴプロテクター ～～ 保険料例保険料例

業種業種・業務・業務
売上高売上高
※※１１

11億円億円

３億円３億円

５億円５億円

７億円７億円

1010億円億円

身体障害・身体障害・
財物損壊財物損壊補償補償

特約（ｵﾌﾟｼｮﾝ）特約（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

なしなし

ありあり

なしなし

なしなし

ありあり

合計合計
保険料保険料

約約5050万円万円

約約148148万円万円

約約112112万円万円

約約100100万円万円

約約198198万円万円

1515億円億円 なしなし 約約229229万円万円

2020億円億円 ありあり 約約420420万円万円

支払限度額支払限度額
（（11請求・請求・
期間中）期間中）

11億円億円

２億円２億円

33億円億円

1,0001,000万円万円

5,0005,000万円万円

33億円億円

22億円億円

責任を制限する責任を制限する

契約書等の契約書等の

使用割合使用割合

30%30%

70%70%

100%100%

30%30%

50%50%

60%60%

30%30%

受託計算・データ入力

ハードウェア保守

VANVAN

インターネット接続サービス

システムインテグレーション

アプリケーション・サービス

・プロバイダ（ASP）

インターネット
オークションサービス

受託ソフトウェア開発

2525億円億円 ありあり 約約267267万円万円11億円億円100%100%

免責金額免責金額
（１請求）（１請求）

※※２２

1010万円万円

1010万円万円

3030万円万円

1010万円万円

1010万円万円

150150万円万円

5050万円万円

1010万円万円

※２ 免責金額は10万円以上で設定いただきます。※１ 保険対象業務の売上高が30億円を超える場合にはお引受できません。
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１０．保険金をお支払しない主な場合（１）１０．保険金をお支払しない主な場合（１）

＜主な免責～その１＞次の損害・損害賠償請求については、保険金を支払いません。
① 被保険者の犯罪行為（過失犯を除きます。）に起因して損害賠償請求がなされたことによる損害

② 被保険者の故意または重過失による法令違反に起因して損害賠償請求がなされたことによる損

害

③ 被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら（認識していたと判断できる合理的な理由

がある場合を含みます。）行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことによる損害

④ 専門業務の提供に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしく

は認可等を必要とする場合において、その資格を有さないまたは免許、許可もしくは認可等を

受けていない間に被保険者が行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことによる損害

⑤ 専門業務の提供に際して、法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、

届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為に起因して損害賠償請求がなされた

ことによる損害

⑥ 被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履行に起因して損害賠償請

求がなされたことによる損害

⑦ 財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難（これらに起因する財物の使用不能損害を含みま

す。）に対する損害賠償請求

⇒「身体障害・財物損壊補償特約」をセットすることにより一部対象とすることができます。

⑧ 漁業権、営業権、鉱業権、その他の権利または無体物もしくはエネルギーの侵害に対する損害

賠償請求

⑨ 他の被保険者からなされた損害賠償請求

⑩ この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を

被保険者が知っていた場合（知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）に

おいて、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求

⑪ この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てら

れていた行為に起因する損害賠償請求

＜主な免責～その２＞次の損害・損害賠償請求については、保険金を支払いません。
① 販売分析、販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求

② 人工衛星（これに搭載された無線設備等の機器を含みます。）の損壊または故障に起因する損

害賠償請求

③ 国または公共機関による法令等の規制により事故が発生したことに起因する損害賠償請求

④ 保険対象業務の対価（販売代金、手数料、報酬等名目を問いません。）の見積もりまたは

返還に起因する損害賠償請求（商品またはサービスの対価として商品・サービスの購入者が支

払うべき金額よりも過大な請求をしたことに起因する損害賠償請求を含みます。）

⑤ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定により加重さ

れた損害賠償責任

⑥ 株主代表訴訟による損害賠償請求

⑦ 保険対象業務の結果が宣伝の内容と異なることに対する損害賠償請求

⑧ 被保険者が新たなもしくは改定した専門業務を使用、提供または販売する場合に、通常要する

テストを実施していないときに、その専門業務の瑕疵（かし）によって生じた損害賠償請求

⑨ 専門業務が、ソフトウェアまたはプログラムの使用、提供または販売の場合において、被保険

者が新たに使用、提供もしくは販売したまたは改定した専門業務の瑕疵（かし）によって、次

のいずれかの期間内に生じた事故に起因する損害賠償請求

(a) その専門業務のテスト期間内・試用期間内

(b) その専門業務（不特定多数のユーザー向けに開発した汎用ソフトウェア・プログラムは除

きます。）の正式使用後30日間以内・正式提供後30日間以内・販売開始後30日間以内

(c) 保険対象業務が不特定多数のユーザー向けに開発した汎用ソフトウェア・プログラムの場合、

販売開始後30日間以内

⑩ 専門業務が、ソフトウェアまたはプログラムの使用、提供もしくは販売の場合に、その専門

業務の顧客と被保険者の間で、その専門業務に関する時限的な契約（請負契約、売買契約等を

いい、類似の契約を含みます。）を締結している場合に、専門業務に関する時限的な契約が満

了した後の期間または専門業務に関する時限的な契約がその専門業務の顧客もしくは被保険者

のいずれかにより解除された後の期間に生じた事故に起因する損害賠償請求

⑪ 被保険者の次の(a)～(c)に該当する履行不能または履行遅滞（類似のものを含みます。）に起

因する損害賠償請求

(a)完成、納入または販売を伴う専門業務における完成遅延、納入遅延もしくは販売遅延

(b)被保険者の責めによらない事由により専門業務の遂行が不可能となった結果生じた履行不能

または履行遅滞

(c)専門業務の送付・納入を伴う場合の誤送付・誤納入

⑫ 被保険者が前記⑪に規定する履行不能または履行遅滞を避けることを目的として行った不完全

履行（履行不能または履行遅滞を避けることを目的として不完全履行を行ったと判断できる合

理的な理由がある場合を含みます。）に起因する損害賠償請求

⑬ 被保険者が支出したと否とを問わず、専門業務の履行または再履行のために要する費用（履行

または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。）

⑭ 被保険者が支出したと否とを問わず、専門業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、

建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の回収措置のために要し

た全ての費用

⑮ 金融商品取引法第１６６条第２項に定められる重要事実の取扱いに起因する損害賠償請求

⑯ 石綿（アスベスト）、石綿製品、石綿繊維の製造、販売、提供、使用、設置、除去または石

綿粉塵への曝露に起因する損害賠償請求

＜主な免責～その３＞次の費用・損害賠償請求については、保険金を支払いません。
① 被保険者が支出したと否とを問わず、専門業務の回収、検査、修正、交換その他必要な措置の

ために要した全ての費用

② 身体の障害（疾病または死亡を含みます。）に対する損害賠償請求

⇒「身体障害・財物損壊補償特約」をセットすることにより一部対象とすることができます。

③ 被保険者による誹謗・中傷による人格権侵害に対する損害賠償請求

④ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の侵害に対する損害賠償請求

⑤ 被保険者の下請負人からなされた損害賠償請求

⑥ 初年度契約の保険期間の開始日より前に発生した事故に起因する損害賠償請求
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１１．保険金をお支払しない主な場合（２）１１．保険金をお支払しない主な場合（２）
～～身体障害・財物損壊身体障害・財物損壊補償補償特約～特約～

＜完成品・完成作業リスク＞次の損害・事由については、保険金を支払いません。

① 次のいずれかの物の回収措置に要する費用（注１）およびそれらの回収措置に起因する損害

ア．完成品

イ．完成品により製造、生産または加工された財物

ウ．専門業務の目的物が財物（注２）の場合、その財物（注２）

② 完成品または専門業務の目的物が製造機械等またはその部品である場合において、次のいずれ

かに該当する損害

ア．製造品・加工品（注３）が損壊したことに起因する損害

イ．製造品・加工品（注３）の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損害

③ 次のいずれかに対する損害（注４）

ア．販売商品の損壊

イ．専門業務の目的物の財物損壊（注５）

（注１）回収措置に要する費用

被保険者が支出したと否とを問わず、また、損害賠償金として請求されたと否とを問いません。

（注２）財物

専門業務の目的物が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体を含みます。

（注３）製造品・加工品

製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物をいいます。

（注４）損害

使用不能または補修に起因する損害を含みます。

（注５）専門業務の目的物の財物損壊

専門業務の目的物の一部の瑕疵によるその他の部分の財物損壊を含みます。

＜受託リスク＞直接であると間接であるとを問わず次の損害・事由については、保険

金を支払いません。

① 専門業務に使用されないまたは専門業務とは無関係な受託物に起因する事故

② 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する事故

③ 被保険者の使用人が所有しまたは私用する財物の財物損壊、または紛失もしくは盗取された

ことに起因する事故

④ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、

き章、稿本（本などの原稿）、設計書、ひな型、その他これらに類する受託物の財物損壊、ま

たは紛失もしくは盗取されたことに起因する事故

⑤ 受託物の性質、瑕疵（かし）、目減り、原因不明の数量不足、受託物本来の性質（自然発火お

よび自然爆発を含みます。）またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する事故

⑥ 屋根、樋、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する事故

⑦ 受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された財物の損壊に

起因する事故

⑧ 受託物の自然の消耗、または受託物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、ま

たはその他これらに類似の事由に起因する事故

⑨ 冷凍・冷蔵倉庫（10℃以下の温度で受託物を保管する倉庫をいいます。）内で保管される、

または搬出または搬入作業の通常の過程として一時的に倉庫外で保管される受託物の損壊また

は紛失・盗難に起因する事故

＜施設・業務リスク＞次の事故・損害については、保険金を支払いません。

① 専門業務に使用しないまたは専門業務とは無関係な施設の所有、使用または管理に起因する

事故

② 専門業務以外の施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事による事故

③ 航空機、パラグライダー、熱気球、自動車、船舶または車両の所有、使用もしくは管理に起因

する事故

④ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為

に起因する損害

ア．身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、

検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産

または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていな

い行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為

を除きます。

イ．はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサー

ジ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為

を含みます。

ウ．アまたはイに規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線

技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁

理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの

資格に基づいて行う行為

⑤ 販売商品（販売・提供した財物・プログラム・ソフトウェア等）に起因する身体障害・財物損

壊
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１２．１２．ご契約までの流れご契約までの流れ

ごご契約契約のの
お申し込みお申し込み

貴社より貴社より
告知事項告知事項
申告書の申告書の
ご提出ご提出

当社にて当社にて
告知事項告知事項
申告書の申告書の

確認確認

ごご 契契 約約
のの 締締 結結

当社より当社より
引受条件引受条件
のご案内のご案内

ＩＴプロテクターご契約までの流れＩＴプロテクターご契約までの流れ

貴社より簡易リスク診断貴社より簡易リスク診断
チェックリストのご提出チェックリストのご提出

簡易リスク診断簡易リスク診断
結果報告書のご提供結果報告書のご提供

当社にてご記入内容に当社にてご記入内容に
基づきリスク診断基づきリスク診断

簡易リスク診断結果報告書ご提供までの流れ簡易リスク診断結果報告書ご提供までの流れ
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１３．１３．簡易リスク診断サービス簡易リスク診断サービス

この簡易リスク診断では、次の項目につき「簡易リスク診断サービスチェックリスト」にご記入いただき、
総合的な評価に基づき「簡易リスク診断結果報告書」を作成いたします。

組織のセキュリティ 物理セキュリティ システムセキュリティ

システム保守・運用受託業務管理

また次に該当する業務を行っている場合には、各々の対策状況について報告書を作成いたします。

システム開発受託業務管理 対象業務の外部委託

＜簡易リスク診断結果報告書イメージ（一部抜粋）＞

【必須項目（項目１～３）の達成度】

50%50%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
組織のセキュリティ

物理セキュリティシステムセキュリティ

(優秀・リスク低
)

(悪い・リスク高

0% 100%

【各項目の達成度の目安】

【選択項目（項目４～６）の達成度】

50%

50%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

システム保守・
運用受託業務の

管理

システム開発受
託業務の管理

※診断対象外項目は「０％」と表示されます。

委託先の管理



Copyright 2010 三井住友海上火災保険株式会社 無断転載・複写を禁止します。 16

１４．１４．ご注意いただきたいこと（１）ご注意いただきたいこと（１）

１．お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。

（１）商品の仕組み

（２）補償内容
①保険金をお支払いする主な場合

被保険者が専門事業の業務について日本国内において行った行為（不作為を含みま
す。）に起因して、保険期間中に被保険者に対して日本国内において損害賠償請求が
なされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金（損害賠償金や争訟費用な
ど）をお支払いします。保険金をお支払いする条件は適用される普通保険約款および
特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください

②お支払いする保険金
７ページ記載の「お支払する保険金」のとおりです。

③保険金をお支払いしない主な場合
12～13ページ記載の「保険金をお支払しない主な場合」のとおりです。

（３）セットできる主な特約

（４）被保険者
記名被保険者（保険申込書の記名被保険者欄に記載された方）およびその役員・使用人
が被保険者（保険契約により補償を受けられる方）となります。ただし、適用される普
通保険約款および特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細
は普通保険約款および特約でご確認ください。

（５）保険期間
保険期間（保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。）は1年間です。
詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
お客さまが実際にご契約いただく保険期間については、保険申込書の保険期間欄にてご
確認ください。

専門事業者賠償責任保険普通保険約款

＋ＩＴプロテクター特約＋各種特約（必要な場合にセットします。）

特約の名称 特約の概要

身体障害・財物損壊補償
特約

１０ページ記載の「オプション～身体障害・財物損壊事
故補償特約」のとおりです。

（6）引受条件（支払限度額、免責金額の設定）
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。法律上の損害賠償金のみな
らず、争訟費用等を含めたすべての保険金の合計額に対してこの限度額が適用されます。
免責金額は、保険金としてお支払する一連の損害賠償請求ごとの損害から差し引く額で、
お客さまの自己負担となる金額をいいます。お客さまが実際にご契約いただく支払限度
額、免責金額につきましては、保険申込書の「支払限度額」欄または「免責金額」欄に
てご確認ください。

（7）保険料
保険料（保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金額をいいます。）は、
支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問
い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込
書の保険料欄にてご確認ください。

（8）保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、ご契約時と同時にその全額を払い込む一時払と、複数回に分けて
払 い 込む分割払とがあります。分割払の場合、一時払に比べて保険料が割増となりま
す。なお、保険料が２０万円以上となる場合には、割増なしで分割払とすることがで
きます（大口分割払）。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。

（9）満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

（10）解約と解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約
返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じてお払込みい
ただく べき保険料の払込状況により、追加のご請求をさせていただく場合があります。
【ご契約後にご注意いただきたいこと】「２．（２）解約と解約返れい金」（１7ペー
ジ）をご参照ください。

２．ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください。

保険契約者、被保険者には、ご契約時に保険申込書（当社にこの保険契約の申込みを
するために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合
は、これらの書類を含みます。）の記載事項について事実を正確に告知いただく義務

（告知義務）があり、取扱代理店には告知受領権があります（取扱代理店に対して告知
いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。）。
保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事
項です。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合は、
ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載
内容を必ずご確認ください。詳細は、「重要事項のご説明」をご確認ください。

【ご契約時にご注意いただきたいこと】
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１５．１５．ご注意いただきたいこと（２）ご注意いただきたいこと（２）

１．損害賠償請求がなされた場合のお手続について

（１）事故にあわれたときの当社へのご連絡等
損害賠償請求がなされたときまたは損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った
ときは、直ちに取扱代理店または当社にご連絡ください。保険金請求手続について詳し
くご案内いたします。

（２）保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金
の請求を行うときは、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は、
取扱代理店または当社にご相談ください。

（３）示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う
「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者に対して損害賠償請求がなさ
れた場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。
なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払
われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれること
がありますのでご注意ください。

（４）先取特権について
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に
基づく先取特権（他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利）を有します。また、原
則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。

２．ご契約後、次の事項が生じる場合には取扱代理店または当社にご連
絡く ださい。

（１）ご契約後にご連絡いただくべき事項（通知義務）
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、あらかじめ（事実の発生
が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく）取扱代理店または当社
にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこ
とがありますので、十分ご注意ください。

○保険の対象に変更が生じる場合
○保険料算出の基礎数値に変更（増加または減少）が生じる場合
○ご契約時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合

また、ご契約後、次に該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要と
なりますので遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。

○ご住所の変更等、保険証券に記載された事項を変更する場合
○特約の追加・削除等契約条件を変更する場合

（２）解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申し出ください。
■ 契約日から満期日までの期間に応じて、

解約返れい金を返還させていただきます。
ただし、解約返れい金は原則として未経過
期間（図をご参照ください。）分よりも少
なくなります。たとえば、保険期間１年・
一時払のご契約を始期日から６ヶ月後に解約
した場合、解約返れい金はお支払いいただいた
保険料の半分よりも少なくなります。
詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。

■ ご解約に伴い、保険料のお支払状況等の条件によっては、解約日または満期日等まで
の期間にお支払いいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことが
あります。追加のご請求をさせていただいときには、その保険料をお支払いいただく
必要があります。

■ 保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料（保険証券に最
低保険料の記載がない場合には５，０００円）未満のときは、その差額をお払込みい
ただく必要があります。

【ご契約後にご注意いただきたいこと】

①損害賠償請求を最初に知ったときの状況 ②申し立てられている行為 ③原因となる事実

 三井住友海上へのご連絡は                  事故は       いち早く 

２４時間３６５日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」 ０１２０-２５８-１８９（無料）へ
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１６．１６．ご注意いただきたいこと（３）ご注意いただきたいこと（３）

＜保険会社破綻時等の取扱い＞

引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によっ

て、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、
金額が削減されることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約

者保護機構」があり、当社も加入しております。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人（破綻時に常時使用する従業員等の数が

２０人以下の法人をいいます。）またはマンション管理組合である場合に限り、「損害
保険契約者保護機構」の補償対象となります（保険契約者が個人、小規模法人、マン
ション管理組合（以下、「個人等」といいます。）以外の者である保険契約であっても、
その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているものの
うち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。）。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は８０％まで補償されます。ただし、破
綻前に発生した事故および破綻時から３ヶ月までに発生した事故による保険金は100％
補償されます。

＜共同保険について＞

複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社は引受割合ま
たは保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、
当社は幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。

＜その他＞

○ご契約に関する個人情報は、当社プライバシーポリシーに基づき取り扱います。詳しく
は当社ホームページ（http://www.ms-ins.com）をご覧ください。

○取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領
収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって取扱代理店にお
申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。

○この提案書は「ＩＴプロテクター」の概要を説明したものです。補償内容は普通保険約
款および特約によって定まります。詳細につきましては、普通保険約款および特約等で
ご確認ください。

○保険契約者と被保険者が異なる場合には、保険申込書に被保険者氏名を明記いただくと
ともに、この提案書に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。

○ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。

【その他ご注意いただきたいこと】


